
TEL:　　　　　　―　　　　　　―　　　

（１）私は、世帯を代表して世帯員全員の給付金を一括して 請求し受給（　　　 　）します。

【請求（・辞退）方式】
　・給付金は、世帯単位で一括して請求（・辞退）いただきます。
　・複数世帯の給付金をまとめて請求（・辞退）いただくことはできません。
　・現住所が同じでも、世帯分離されている家族・親族は別途請求（・辞退）いただきます。

（２）私は、令和7年度舟橋村物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)について
　　　以下の【誓約・同意事項】の全てに誓約・同意し、世帯を代表して本書を提出いたします。
【誓約・同意事項】

・「１．世帯を代表して請求（・辞退）する者」以外に世帯員がいる世帯のみ記載してください。

・世帯員の記載順番（年齢順、世帯の代表者からの親等順など）は問いません。

【現住所】

【現住所】

【現住所】

【現住所】

【現住所】

【現住所】

【現住所】

表面

現住所（郵便番号は記載不要）

電話番号（固定・携帯のどちらかを記載）
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舟橋村長　殿
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①私が代表する世帯の世帯員の全員は、給付金の支給要件（令和8年1月1日時点で舟橋村に住所を
　有する）に該当することを誓約します。
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２．世帯の代表者以外の世帯員

生年月日
（元号に〇をつけてください）

昭和・平成

１．世帯を代表して請求（・辞退）する者

世帯の代表者の氏名
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日月年

中新川郡舟橋村

フリガナ
人数

「１．世帯を代表して請求（・辞退）する者」に記載した方と
現住所が異なる世帯員のみ、【現住所】を記載してください。

②給付金の支給要件該当性の審査に必要な場合は、舟橋村が公簿等を確認することや他の行政機関
　等に必要な書類を求めることに同意します。

⑤給付金の受給後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、返還することを誓約します。

③舟橋村が支給要件該当性を確認できない場合、舟橋村に必要書類を提出することを誓約します。
④本書の記載不備により振込不能等が発生し、給付金の支払が完了せず、かつ舟橋村が定める期限
　までに、本書の１．に記載されている者に舟橋村が連絡、確認を取ることができない場合には、
　給付金の請求が取り下げられたものとみなされることに同意します。

世帯の代表者以外の世帯員の氏名

給付金を辞退される世帯のみ、「請求し受給」の文字を二重線で消したうえで、

（ ）の中に「辞退」と記載してください。→ 請求し受給（ 辞 退 ）

代表して請求（・辞退）する者は、

世帯主でなくても差し支えありません。



・給付金を請求される世帯のみ「1.世帯を代表して請求（・辞退）する者」に記載した方の

　口座を記載してください。上記３．の合計金額を一括して振り込みます。

・長期間、入出金のない口座を記載しないでください。

・ゆうちょ銀行を振込口座にする場合は「支店名」欄に「振込先の店名」を記載してください。

裏面

本書の記載内容を訂正する場合は、間違った文字に二重線を引き、訂正印を押印してください。

３．給付金の請求（・辞退）額

訂正印にスタンプ印（シャチハタなどのインク浸透印）は使用しないでください。

1.普通

2.当座

口座番号
（右詰めでお書きください。）

分類

振込口座の情報を確認できる書類 【貼り付け箇所】

※振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる
通帳やキャッシュカードの写しを貼り付けてください。

※写しがはがれないようにしっかりと糊付けしてください。

口座名義（カナ）
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金融機関名

合計金額
1.世帯を代表して

請求(・辞退)する者

人1 ＝×＋

2.世帯の代表者以外
の世帯員

人

金融機関コード

　1.銀行　4.信連
　2.金庫　5.農協
　3.信組　6.漁協

7.信漁連

４．世帯を代表して請求する者の振込口座

1人あたりの受給額

10,000円

支店名

支店コード

本店　支店
本所　支所

出張所

円

「２．世帯の代表者以外の世帯員」に記載した人数と

同じ人数を記載してください。

「1.世帯を代表して請求（・辞退）する者」と

「2.世帯の代表者以外の世帯員」の合計人数に

10,000円を乗じた金額を記載してください。


